
化学物質に関する各種規制制度と現行化審法の位置付け（イメージ） 
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※4 

※1：新規化学物質の事前審査では変異原性が対象 

※2：一般消費者の生活の用に供される製品が対象 

※3：水産動植物への著しい被害を防止するため、登録保留基準を設定 

※4：現状では生態毒性を有する化学物質の排出基準等は定められていない 
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